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超
高
齢
社
会
の
進
展
に
よ
り
、
慢
性
疾
患
や
複
数
の
疾
病
を
抱
え
る

高
齢
者
が
増
加
す
る
中
、
急
性
期
医
療
か
ら
在
宅
医
療
、
介
護
ま
で

の
一
連
の
サ
ー
ビ
ス
を
地
域
に
お
い
て
総
合
的
に
確
保
・
推
進
し
て

い
く
地
域
包
括
ケ
ア
体
制
の
構
築
を
見
据
え
た
「
医
療
・
介
護
推
進

法
」
の
施
行
に
伴
い
、
介
護
保
険
制
度
も
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

介
護
保
険
制
度
施
行
か
ら
十
五
年
が
経
過
し
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
世

代
の
方
々
が
全
員
後
期
高
齢
者
と
な
る
２
０
２
５
年
を
間
近
に
控

え
、
我
が
国
の
社
会
保
障
制
度
と
税
の
一
体
改
革
な
ど
、
国
レ
ベ
ル

で
の
多
く
の
課
題
を
抱
え
た
中
で
の
改
正
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

特
に
、
介
護
保
険
の
給
付
を
抑
制
す
る
た
め
、
要
支
援
の
方
の
通

所
と
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
市
町
村
が
実
施
主
体
の
地
域
支
援
事
業
へ
段

階
的
に
移
行
さ
せ
て
い
く
と
と
も
に
、
高
所
得
者
の
自
己
負
担
を
２

割
に
引
上
げ
、
低
所
得
者
向
け
の
補
足
給
付
要
件
の
厳
格
化
を
図
る

ほ
か
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
基
準
を
原
則
要
介
護
３
以
上

に
限
定
す
る
な
ど
、
利
用
者
に
対
す
る
制
度
の
見
直
し
が
図
ら
れ
て

い
ま
す
。 

 

一
方
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
に
と
っ
て
も
、
施
設

等
の
入
所
系
サ
ー
ビ
ス
及
び
通
所
や
訪
問
等
の
在
宅
系
サ
ー
ビ
ス
の

基
本
報
酬
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
る
な
ど
、
法
人
運
営
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
り
ま
す
。 

 
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
改
革
に
は
苦
難
が
伴
い
ま
す
が
、
常
に

利
用
者
様
の
目
線
に
立
っ
て
、
誠
意
を
持
っ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
努

め
て
参
り
ま
す
の
で
、
今
年
度
も
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 


